
天童市業務委託検査規程 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、本市が所掌する建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の

委託（以下「業務委託」という。）の適正な履行を確保するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項及び地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の１５第２項の規定により行う検査（以下「検査」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （定義） 
第２条 この規程において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 
 (1) 検査員 検査を行う職員をいう。 
 (2) 調査職員 天童市土木設計等業務委託契約約款（平成２１年市告示第２１号）

第１０条、天童市建築設計業務委託契約約款（平成２１年市告示第２３号）第

１５条又は天童市建築工事監理業務委託契約約款（平成２１年市告示第２４号）

第９条の規定に基づき指定される職員をいう。 
 (3) 受注者 業務委託の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人又は法人

をいう。 
(4) 契約担当者 市長又は天童市事務決裁規程（平成５年市訓令第２号）別表第

２の規定による工事に関する調査、測量、設計等の委託の予算執行伺に関する

専決者をいう。 
（検査の種類） 

第３条 検査の種類は、完了検査及び部分完了検査とする。 
２ 完了検査は、業務委託が完了した旨の通知があったときに行う。 
３ 部分完了検査は、業務委託の指定した部分が完了した旨の通知があったときに

行う。 
（検査員等） 

第４条 検査員は、本市の職員のうちから市長が指名するものとする。 
２ 市長は、特に必要があると認めるときは、天童市職員以外の者に検査を行わせ

ることができる。 
第５条 調査職員は、当該業務委託の検査を行うことができない。 

（検査の立会い） 
第６条 検査員は、検査をするときは、受注者及び調査職員等を立ち会わせなけれ

ばならない。この場合において、立会者は検査員の指示に従わなければならない。 
 （検査の方法） 
第７条 検査は、業務委託契約書、図面、仕様書その他の関係書類に基づき、成果

物の内容の確認を行うものとする。 
第８条 検査員は厳正に検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。こ



の場合において、合否の判定がし難い事項については、契約担当者に報告し、そ

の指示を受けなければならない。 
第９条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、受注者又は調査職員に対し

て当該検査に関する書類、記録その他の物件の提出又は説明を求めることができ

る。 
（検査の報告） 

第１０条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに市長に報告しなければなら

ない。 
（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、業務委託の検査に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 
 

附 則 
 この令達は、令和３年４月１日から施行する。 


